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当院ではすべての職員が仕事と子育てを両立させることができ、安心して仕事に取

り組め、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を

十分に発揮できるようにするために、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１計画期間 平成２４年１月１日～平成２８年１２月３１日までの５年間 

 

２【育児をしている労働者を対象とする取り組みに関する事項】 

目標１ 計画期間内を通じて妊娠中や出産後の女性職員の健康の確保等について、

また、産前産後休業や育児休業給付、育児中の社会保険料免除、勤務時間

短縮の措置、子の看護のための休暇などの制度の周知や情報提供及び相談

体制の整備を図る。 

〈対策〉 

① 平成２４年１月以降職員に対し当院の支援制度を周知し、積極的な活用を

進めるための情報提供を行う。 

  ②相談体制の充実、整備の促進を図る。 

 

目標２ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

     男性従業員：計画期間内に１人以上取得すること。 

     女性従業員：取得率を７０％以上にすること。 

〈対策〉 

①平成２４年１月以降男子従業員も育児休業を取得できることを、院内報等を

通じ、定期的に周知を図る。 

②各勤労部門に対して育児支援措置に関するマニュアルを配布し、各勤労部門

を通じて従業員に育児支援措置について周知・教育する。 

③従業員本人又は配偶者の出産時期が近づいた場合に、職場の勤労部門に届け

出ることにより、種々の育児支援措置について相談を受けることができるよ

うにする。 


